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福祉総務課(19)一総務係・企画推進係・指監査係

福祉部機構図

高者すこやか支援課(24)一総務係・認定審査係・地域支援係

害福祉課(23)一総務企画係・福祉係・支援係

介 保険課a5)一保険料係・給付係

地域包括ケアシステム推進室⑦

平成30年6月1日現在
員数 91 名職

内の数字は職員数()

福祉事務所

砂 (3)

福祉総務課

齢者すこやか支擾課

福祉課

総務係

総務係・認定審査係・地域支援係

総務企画係・福祉係・支援係
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2 福祉部分掌事務

課名

n)部の統括に関すること。

②福祉の施策に係る総合調整に関すること。

侶)高齢社会対策に係る福祉施策の企画及び推進に関する二と。

④介護保険事業の企画に関すること。

⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉法人(害福祉課、子育て

支援課及び幼児課の所管に係るものを除く。)の設立の認可等に関すること。

⑥護老人ホーム及ぴ特別護老人ホームの設置の認可等に関すること。

⑦社会福祉法による社会福祉施設(障福祉課、子育て支援課及び幼児課の所管

に係るものを除く。)の設置等の届出の受理に関すること。

⑧介保険法(平成9年法律第123号Xこよる介護サービス事業者(介護老人保健

施設を除く。)の指定等に関すること。

⑨介護保険法による介護老人保健施設の設置の許可等に閲すること。

⑪)老人福祉法(昭和訟年法律第↑33号)による有料老人ホームの設置等の届出の

受理に関すること。

m)老人デイサービスセンターに関すること。

⑫民生委員及び児童委員に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。

⑬社会福祉法による社会福祉法人及び社会福祉施設の指監督に関する二と。

⑭介護保険法による介サービス事業者の立入検査に関する二と。

⑮老人福祉法による有料老人ホームの立入検査に関する二と。

⑯者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律

第 123 号)1こよる指定障福祉サービス事業者等の立入検査(障福祉課の所管

に係るものを除く。)に関すること。

⑰社会福祉審会(障害福祉課及び子育て支援課の所管に係るものを除く。)、

民生委員推会及び地域密着型サービス等事業者選定審査会に関すること。

⑱部内事務の連絡調整に関すること。

Ⅱ}齢者の福祉の措置に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。

②福祉の措置に要する費用の徴収に関すること。

③長寿祝金に関すること。

④軽費老人ホームの務費に関すること。

⑤介保険の被保険者の要介、要支援認定に関すること。

⑥地域支援事業の企画に関する二と。

⑦老人福祉団体の育成及び連絡調整に関すること。

⑧老人福祉センター及び老人憩の家の設置及び改良に関すること。

⑨地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。

⑩介認定審査会、地域包括支援センター営協楼会、養護老人ホーム等入所判

定審査会及び齢者虐待防止ネットワーク運営委員会に関すること。
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課 名

Π)障害児・者の自立の支援泊立支援医療費のうち育成医療に係る支給によるも

のを除く。)に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。

②身体障害者手帳の交付に関すること。

③害児・者の福祉医療費に関すること。

④障害者支援施設の設の許可等に関すること。

⑤社会福祉法による社会福祉法人(福祉総務課、子育て支援課及び幼児課の所管

に係るものを除く。)の設立の認可等に関すること。

者の日常生活及び社会生活を総合的に支授するための法律による指定⑥

福祉サービス業者、指定障者支援施設及び指定相談支援業者の指定等

に関すること。

{刀害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定

害福祉サービス業者等の立入検査(福祉総務課の所管に係るものを除く。)1こ

関すること。

⑧発達に関する二と。

⑨害者待の防止に関する二と。

⑩害を理由とする差別の解消の促進に関すること。

m)難病に関すること(康づくり課及び保健所の所管に係るものを除く。)。

⑫害福祉センターに関すること。

⑬社会福祉審議会身体障害者福祉門分科会(審査部会を含む。)、害者施策推

進協議会及び障支援区分認定審査会に関すること。

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。

児・者福祉団体との連絡調整に関する二と。

害 福

分掌事務

①利用者の生活指、介護等に関すること。

祉 課

保

地域包括ケアシステム築プロジェクトに関すること。

長く元気で!プロジェクトに関すること。

地域包括ケア推進協議会に関すること。

医療・介の連促進に関すること。

介鐙予防・生活支援体制整備に関すること。

医療・介餓・福;止源の見える化に関すること

地域りハビリの促進に関すること。

包括ケアまちんなかラウンジに関すること。

険

地域包括ケアシステム

推 室進

課

園

介護保険被保険者の'格の認定及び保険給付に関すること。

介護保険料の賦課、徴収猶予及び減免に関すること。

φ
励

n
 
Ⅱ

側
②

m
②
③
④
⑤
⑥
m
⑧



福祉事務所

課
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名
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齢者すこやか支援課

務

分掌事務

①民生委員及び児童委員に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。

②所内事務の連絡調整に関すること。

m 齢者の福祉の措に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。

②老人ホームの入所者の'留品の処分に関すること。

n)障児・者の自立の支援に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。

②児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障福祉サービスの提供等

に関すること。

③身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による害者支援施設等へ

の入所措置に関する二と。

④知的者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による者支援施設等への

入所措置に関する二と。

⑤特別児童扶手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による

害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律

(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当の支給に関すること。
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3

部長兼福祉事務所長

政策監

福祉総務課(19)

次長兼課長

課長補佐

総務係長(4)

企画推進係長(5)

指監査係長(6)

福祉部補職者名簿(係長以上)

尾上
やまぐち

山口

<部長及び政策監含む>

朝川

おのえ

829 -1 1 46 (直通)

市舗臆髄 2690

市舗腿髄 2691

市舗腿鮨 5890

市舗腿髄 2631

やすひろ

泰啓
しんいち

伸一

高齢者すこやか支援課(24)

次長兼課長

総務係長(フ)

認定審査係長(9)

地域支援係長(フ)

(直通)829-1141

あさかわ かー'のり

H30.6.1 現在

職員総数 91 人

n 数字は職員数

和典

史賢
あきら
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謙.ム
としひろ

俊弘

於朋龍話

市舗腿訟

ふみただ

はやの

早野
いぬづか

犬塚

とみなが

冨永
すさき

洲崎
ほりた

堀田
て L 享

手島

(直通)829-1161

2626

2600

障害福祉課(23)

課長

総務企画係長(6)

福祉係長(8)

支援係長(8)

松所腿鮨

般所腿駆

松所腿熊

松所腿能

なお

2602

2610

たなか

田中美由紀
くぼた えいじ

久保田英治
まつもと ひとみ

松本妃都美
わか二たけぶ

武分和歌子

261 1

奈央
あい

愛
ちあき

千晶
た轟、L

隆

(直通)829-1256

261 1

みゆき

市舗腿訟

市舗腿髄

市舗腿冨

殻酌齢冨

般所腿鵡 2646

2614

2620

2621

2623

若

乢
橋
 
W
e



介護保険課 a5)

課長

保険料係長(8)

給付係長(6)

地域包括ケアシステム推進室(フ)

室長

係長
⑥

係長

こが

古賀高志
としのりまつもと

松本敏則
はせがわ

長谷川大清

浩司
みわ

美和
ゆう二

優子

たかし

や゛か゛

高砂(3)

園長

896-2040 (直通)

829-1421 (直通)

般舶餓話 2640

般励餓希 2648

般励龍磊 2648

まつなが

松永泰和

たいせい

829-1 1 63 (直通)

般淋艇磊 2680

般舶艇循 2681

般舶餓循 2683

しぷや

J-、

符
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課名 事業名

4

崎市社
会補

高年齢者の生きがいと就労機会の増大を目的とする長崎市
長崎市シルバー人材シルバー人材センターに対し、国の実施要綱にづき営
センター補助金の助成を行う。

(会員数 936人(H30,4))

平成30年度福祉部事業概要

会 祉地域福祉の充実、さらに在宅福祉の増進を図るため、長崎
金市社会福祉協議会に対して、管理'営の助成を行う。

高齢者
準

福祉総務課

施設開
補助

齢者福祉施設整備
補助 金事業

小規模多機能 型
居宅介護事業所 等

小規模多機能型居宅介護業所が、開設時から安定した
の高いサービスを提供することができるよう、施設の円滑な
開設に必要な用の一部を助成する。
(内訳)

平成29年度 5,589千円 a 業所)
※1 業所の全額(5,589千円)を30年度へ繰越

事業概要

「通い」を中心として、要介護者の態様や希望に応じて随
時「訪問」や「泊まり」を組み合わせるサービスを行う(看
護)小規模多機能型居宅介護事業所の整備にかかる用のー
部を助成する。
(内訳)

平成29年度 32,000千円(1 業所)
※1事業所の全額(32,000千円)を30年度へ繰越

生委員協諺
費補助

(単位:干円)

予額

地域の社会福祉の推進に努めている民生委員・児童委員、
地区民生委員児童委員協議会及び二れらの活動を支える長崎
市民生委員児童委員協会に対し、助成を行う。
(49地区、定数1,012人(H30.4))
m 地区活 44,208 千円

1人当たり 34,000円
1地区当たり 200,000円

②個人活動 69,085 千円
一般 68,100円
・会長 114.600円

③事務局職員人件費 5,820 千円
④活振込手数料等 624 千円

133,900

(繰越分)
5,589

(繰越分)
32.000
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会
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課名 事婁名

愛

在宅福祉を進める上において、高齢者が住み慣れた地域、
住居でいつまでも住み続けたいとの希望を満たすとともに、
本人の自立の助長及び介護する家族の負担の軽減を図り、日

高齢者住宅改修
常生活を容易にするための住宅改造を促進するため、その

成 費助
用の全部又は一部を助成する。

介護保険給付の住宅改修の支給を受ける場合は、その金額
を控除した金額を助成する。

高齢者に対し、モの長寿を祝福するとともに、敬老のを
長寿祝金費

表するため99歳の方に長寿祝金を5万円支給する。

齢者の社会活動への参加を促進し、生きがいを高めるた
齢者交通費

め、5,000円相当のバス、車、タクシー又ぱ船舶の利用券を
成助

交付する。

m 市長及び市会議長による最高齢者、最高齢夫及び老
人ホーム等施設訪問

「敬老の日」行事②自治会及び老人クラブ等で開催されている敬老会への出
席

B}百歳到達者へ顕彰状及ぴアレンジフラワ一の贈呈

敬老の日を中心に、市内在住の60歳以上の方の 1作品をー
シルバー作品展般市民に展示し、高齢者の生きがいと市民の敬老神の

を図る。また、開催期間中に、世代間交流イベント「ものづ催開
くり体験コーナー」を実施する。

い

老人クラブ老人クラブの健全な育成を図るため、活動に必要な経の
対助 成 費一部を助成する。

託
訪

8,149
問一人らし高齢者及び高齢者のみの世帯に対して民生委員

が訪問し、日常生活の相談、助言を行う。

_、ねんりんピツクの開催や高齢者の生きがいと健康づくり、
」介簾知識・技術実習・普及等を行う長崎県すこやか長寿財向

ふれあい入浴デーフ0歳以上の齢者に対して、一般公衆浴場を毎月1回(毎
業 月25日)無料で入浴できるように助成する。

齢者
すこやか
支援課
(その1)

事業概要

高地区高齢者長崎市設高島市空き店舗において高齢者ふれあいサロン
'、れあいサロンを開設し、齢者の健康増進、介雁予防と教の向上の場と

費して広く開放する。営

387,789

般

生
会

き

計が

19,946

(単位:千円)
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課名 事業名 事業概要

おおむね65歳以上の者で、境上及ぴ経済的理由により、ム
居宅においてを受けることが困難な者を護老人ホーム
へ入所させる措を行う。

原則として60歳以上の一人らしの者、夫のみの世帯に
する者及び家族による援助を受けることが困難な者であっ

て、齢等のために独立して生活することに不安がある者に
ウス対し、生活援助員を配した住居を提供し、居住者に対する

各種相談、助言指、緊急時の対応、保健・福祉サービスの
利用手続きの援助を行う。併せて、地域住民と交流を図るた
めの場所を提供し、安心して健康で明るい生活を送ることが
できるよう支援する。

60歳以上(夫で入所する合は一方が60歳以上)で、
庭環境、住宅等の理由により居宅において生活すること
が困難な者を低額な料金で入所させ、日常生活上必要な便宜
を供与するため、入所者の所得に応じて務の一部を補助
する。

身体介助や生活援助、見守りが必要な高齢者に対し、食
・入浴・その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練など

を提供する。

活支援ハ
営

福

祉
軽老人ホーム

費務費補助金

般

齢者
すこやか
支援課
(その2)

避難行
支

避難行動要支援者の新規把握及び名簿の更新と報提供に
要支援者関する同意の確認を行ったうぇで、名を整備し、関係機関

への情報提供を行うとともに、地域における支援体制を築援
する。

そ
のふれあい訪問収
他

(単位:千円)

予額

介讃予防訪問
介護相当
サービス業費

871,141

斜面地等に居住する一人暮らし高齢者及び障害者等で、本
人によるごみ出しが困難な方に戸別収を行い、収集時に声
掛けを実施し、安否の確認も行う。(ゼロ予業)

1,088992

生活擾助サービス
事業

介護予防を目的に、要支援者及び業対魚者に対Lて、入
浴、排せつ、食の介護その他の生活全般にわたる支援を行
^

つ0

39β41

641,140

介鐙予防通所介護
相当サービス
事業

一人らし又は高齢者のみの世帯等で、家族が疾病や害
等により家族支援が難しい業対象者に対して、介護予防を
目的に、生活に必要な掃除、洗,、調理等の家支援を行
つ。

65,609

470,694
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課名 事業概要事業名

生活援助や見守りが必要な高齢者に対し、機能訓練やレク
り工ーションなどを半日(3~5時間)程度で行う。

業

住民主体型通所よF 、;、.
サービス事業する。

短期中型通所運動槌能向'認能向のロラL、、
サービス事業費を推進する。

介護予防ケア要支援者又は事業対象者の状を踏まえて、地域と四っな
マネジメントがりを維持しながら有する能力にじた柔な、行い、

施する。

介護予防通所介護相当サービスの確保が著しく困難である
特例介護予防通所離等に居住する要支援者又は業対象者が同サービスに相
介護相当一_ムこ_ビこ'

一定割合を支給する。

ミ与デイサービスの確保が著しく困難である離等に居住
特例 ミ

する要支援者又は事業対象者が同サービスに相当するサービ
サ

スを利用した合に、サービスに要した費用の一定割合を支
業

給する。地

業特例介護予防特例介護予防通所介棲相当サービス又は特例ミニディサー
ケアマネジメントビスをケアプラン等に位付け、ケアマネジメントを実施し
事業費た合に要した費用を支給する。

高額介艦 要支援者又は業対象者が介護予防・生活支援サービス等支予防・生活支援
サ_ビス奉業費を利用した際に負担すべき限度額を超えた額を支給する。

援高額医療合算要支援者又は事業対象者が医療保険と介護予防・生活支援
介護予防・生活サービス等の自己負担が高くなったときに、両制度の限度額
支援サービスを適用した後、世帯内で1年問の自己負担限度額を超えた額

業費を支給する。

介護予防把握チエツスー_、,、'介護予防把握エツーーナ、'、示、業
業費る:

予防普及地域でのあらゆる機=を捉え、パンフレツトの活用等に
発事業発を図る。
腔ケア全高齢者を対象に、歯科衛生士等による口腔機能向上のた
導事業めの教育及び口腔清指導を行う。

運動する機会を定期的に設け、自宅でもできる運動の紹介
介生涯元 及ぴ実践により、運動の習化を図り、要介護状態になるこ

業
とを防止する。

1}介讃予防やボランティア活動についての研修を行い、ボ
ランティアを育成し、介纏予防事業に参加する高齢者の支援

地域活動を行う。
支援事業費②地域支援ボランティアポイント制度を実施することによ

り、40歳以上の社会参加及び地域貢献を奨励し、元気で生き
生きと暮らすことのできる地城社会の実現を目指す。

身近な場所で交流を行い、市民自ら実施する高齢者ふれあ
いサロンや介護老人福祉施設等でボランティア活動を行う生

生活・介護支援
舌・介穫支授サポーターを育成・支援し、サロン活動の促進

サポータ
やボランティアを受ける齢者の介予防を図る。また、サ

事業費
ポーター自身の生きがいづくりゃ健康増進を図り、介護予防
を図る。

一般介姪予防事業一般介護予防業を含め総合業全体を評価し、業全体
業費の改善を図る。評価

43.605

3,185

介

護

18995

保

高齢者
すこやか
支援課
(その3)

計

275,141

険

事

2.971

(単位:千円)

予額
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課名 事業名 事業概要

介護予防事業のマネジメント、介姪保険外のサービスを含
包括的支橿

む高齢者や家族に対する総合的な相談・支援、権利擁護業
業

及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を実施する。

地域の支援機関等の連を図るための支援並びに認知症の
人及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援

認知症総合支援推進員を配するとともに、認知症の人の家族に対する支援
業 を行う。

また、認知症齢者及びその家族に関わる認知症初期中
支援チームを設する。

地域ケア個別会議(個別ケースを検討する地域ケア会謙)
地域ケア会議

及び地域ケア推進会議(個別ケースの検討により共有された
推進業

地域課題の解決等を検討する地域ケア会)を開催する。

286,736

介

護

地

保

域

高齢者
すこやか
支援課
(その4)

計

険

支

判断能力が不十分な認知症高齢者等で親族による成年後見
人の選任の申立が見込めない合等に、市長が親族に代わり

援成年後見家庭裁判所に成年後見人の選任の申立を行う。また、関係機
制度利用関との報交換及び普及啓発を通じ、課等について協議を
支援事業行うとともに、制度をより有効的・効果的に利用できる体制

事 を整える。市民後見人候補者としての活を希望する市民に
養成座を実施する。

業
高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する高齢

高齢者世話付者に対し、隣・近接するデイサービス等の業を実施してい
宅生活る社会福祉法人等から生活援助員(LSA)を派'し、生活費

助員派'指導、相談、安否確認、一時的な家援助及び緊急時の対応
業費等のサービスを提供することで、齢者が自立して安全かつ業

快適な生活を営むことができるよう支援する。

介護相談員介護事粲所と調整を行い、介護相談を派遣し、介護保険
業費サービス利用者の声を聞き、相談等に応じる。派'

認知症地域認知症になっても住みれた地域で継続して生活できるよ
支援体制う、市民識の向上を目的とした啓発活の推進及ぴ地域の
整備事業関係団体・事業所間のネットワーク構築を図る。

介護認定審査会費介護認定審査会の開催及び認定結果を通知する。

認定調査等費=_、ニ、,

業

477β38

特

84.944

別

75,840

(単位:千円)

予額
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援
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費
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課名 事業概要事業名

害者本法に基づき、害者の自立及び社会参加の支援
者基本計画等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、第4

期害者本計画信十画期間:平成31年度~平成35年度)を定策
策定する。

害者のための施策に関する本的な計画に関し意見を述
障害者施策推進べ、また、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に

必要な事項、関係行政機関相互の連絡調整を要する事項につ協議会
いて調査審議する。

害児・者が安心して地域生活を送れるよう、個々の害
程度や勘案すべき項を踏まえ、個別に支給決定を行う「障
害福祉サービス」のうち、日常生活において必要な居宅介護
や施設での日中活動支援などの給付を行う。

害児・者が安心して地域生活を送れるよう、個々の害
程度や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定を行う「
害福祉サービス」のうち、自立生活に必要な就労支援や共同
生活援助(グループホーム)などの給付を行う。

害福祉サービスの利用計画における相談及び作成や施設
等から地域生活への移行に向けた支援等の給付を行う。

身体児・者の日常生活の便宜を図るため、補装具の購
入・修理・借受けに要した用を支給する。

同じ世帯で他にも害福祉サービスを受けている者及ぴ障
害福祉サービスと介護保険のサービスを受けている者並びに

_補装具の購入又は修理に要した費用にっいて、その合額が
ース利用者負担の月額上限を超えた合に、その題えた額を支給

する。

通所害児が児童発達支援や放課後等デイサービス等の通所害
サービスを利用するための費用を支給する。

障害児が通所サービス及び障害福祉サービスを新規または
児相談支援

継続して利用する際に、必要な相談支援を受けるための用
付

を支給する。

支援門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連域活動
一強化を図るための調整、地域ボランティア育成、害に対ンタ
費する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。型

支援 1作的活動、生産活動の機会の提供等、地域の実に応じ域活動
ンタ

た支援を行う業所に対し、運営費を助成する。
型

賃契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証
人がいない等の理由により入居が困難な害者に対し、必要
な調整や家主等への相談助言を通じて障害者の地域生活を支
援する。

害者等の福祉に関する各般の問について、害者等の
相談に応じ、必要な情報の提供、連絡調整を行う。

・にし、=,不可での よ

支援費欠な外出及び余暇活動等の社会参加のために外出する際の移
動の支援を行う。

生活用具在宅の重度害児・者に対し日常生活の便宜を図るため、
費日常生活用具の給付を行う。、

日中において監護する者がいないため、一時的に支援が必
日中一時支援要な害児・者に活動のを提供し、見守り、社会に適応す

るための日常的な訓練等を行う。

入浴が困難な在宅の身体害児・者に対し、訪問により居
宅での入浴サービスを提供する。

20,000

介護給付費

訓練等給付費

相談支援等給付

補装具給付

害福祉課
(その1)

サ

般

(単位:千円)

予額

給

118β44

会 給

110,939

2β93

計

5,053250

地

域住宅入居等支援費

生

3,473,978

16,963

障害者相談支援

174,237

90'794

18'445

8'295

訪問入浴サービス費

1,572,582

59,664

22,000

32,500
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課名 事業概要事業名

身寄りがなく、判断能力が十分でない知的障害者、神害者に
成年後見制度利用ついて、市長が家庭裁判所に対し、後見人等の選任を求めて申し

援 費立てを行う。用負担が困難な合には、市が一部又は全額を本支
人に代わり負担する。

聴害者等の福祉に理解と熱,を有する者に、手話等の
手話通訳者成

指導を行い、手話通訳者として成する。

聴害者等が公的機関又は医療機関等に出向くことが必
手話通訳者派遣費要なとき、適当な付添人が得られないため、円滑な思の疎

通に支がある合に、手話通訳者を派'する。

約 記者聴害者等の福祉に理解と熱,を有する者に、要約記
成 等の指導を行い、要約筆記者として成する。

300

フ,130

284,014

788

視・聴害者等の福祉に理解と熱を有する者に、盲
地盲ろう者向け通訳・ろう者とのコミュニケーション等の指導及び外出時の移等

介助員養成の支援についての指導を行い、盲ろう者向け通訳・介助員と
域 して養成する。

生盲ろう者向け通訳・盲ろう者の円滑なコミユニケーシヨン及び外出時の移動等
介助派'を支援するため、盲ろう者向け通訳・介助員を派'する。

活
重度の身体障害者が就労等のため自ら所有する自動車を改

自車改造助成費
造する際に要する経費の一部を助成する。支

自動車運転免許身体害者が就職等のため運転免許を取得する合にその
取得助成費用の一部を助成する。

点字・声の広報等地方公共団体等の広報などを、点訳又は音訳化して害者
発 に情報提供する。行

地域生活支援事業と害福祉サービス等の併給を受けてい
額地域生活る場合、その利用料を合し、 した額が害福祉サービ

^

支援給付スの月額上限額を超える その超える地域生活支援事業^、

の額を支給する。

芸術文化活を通じ、害に対する理解を促すとともに、
害者ア

害者の社会参加の推進を図るため、害者が製作したアー
啓 発

ト作品に多くの市民が触れる機会として作品展を開催する。

発達害への理解促進を図るため、関係機関で構成する
発達害啓発ネットワーク会議を開催し、課題等を把握するとともに、講

演会の開催など啓発活動を行う。

害者福祉の拠点的な施設として、在宅害者等の福祉の
増進を図るため、平成4年4月からサービスを開始した。

「社会福祉法人長崎市社会福祉事業団」を指定管理者とし
て指定し、次の事業を実施している。

a}管理運営費
②身体害者福祉センター費害福祉センター
③障害児通所支援費運 営
④地域活動支援センターⅡ型
⑤相談支援費
⑥害者就労支援相談所営
⑦診療所費
⑧害児等療育支援
⑨機能訓練

約
、 記者なとき、適当な付添人がられないため、円;な甲の

通に支がある合に、要約筆記者を派'する。

障害福祉課
(その2)

般

(単位:千円)

予額

37フ

2,844
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要
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課名 事業概要事業名

福祉的就労の場から一般就労を目指す害者の就労スキル
の習得・向上を図るため、害者就労支援相談所など関係機

害者就労体験関と連携し、長崎市立図書館での職体験指を行う。ま
た、その後の一般就労支援に活かすため、実習期間中の業務
評価を行う。

福祉的就労を行う障者の社会参加の促進と授産製品の売
販売上向上、授産工賃アップを図るため、市内商店街で害者の製品授産

費店「はあと屋」を運営し、授産製品の店舗販売、移動販売、促 進
発信を行うとともに、共同受注に取組む。

障害者の収入の増加を図るため、就労系事業所等を対象
就労支援施設等経

に、採性に対する意識の向上や収益増大のノウハウ等の習
営力向上支援費

得のための研修、個別相談及び訪問指導を実施する。

身体障害者が手術等により害の程度を軽くしたり、機能
更生医療給付費を回復させたりするための医療について、その費用を支給す

る。

131.736

43,391

1,100

2,360

る。

1}身体障者手帳1、 2級及び療手帳A I、 A2並びに
害者神害者保健福祉手帳1級所持者は、医療取扱機関ごとに、

医療費一部負担金の額から 1日につき800円(1か月につき、1'600
円を限度)を差し引いた額を支給(局の保険給付を受けた
ときは、一部負担金に相当する額)
2 身体害者手帳3級及び療育手帳B1所持者は、(1)の2分

1を支給

里度障害者害者手当の支給要件に該当しない著のうち、日常生活におい
て常時介簾を要する者に手当を支給する。

在宅の20歳以上の重度障者で、日常生活において常時特
別の介護を要する者に手当を支給、る。(ただし、3か月以

"上入院している者等は除く)

害児福祉手当在宅の20歳未満の度害児で、日常生活において常時介
費護を必要とする者に手当を支給する。付

障害福祉課
(その3)

・中度心身者が健康保険等により診療を受けた場合
に、病院等へ支払った負担金の一部に相当する額を支給す

(単位:千円)

予額

般
給

会 等の理によりの調理力困'、

配食サービス費に対し食の配運によるサービスを提供するとともに、訪間
の際、利用者の安否確認等を行う。

にの に、の日

住宅改修助成家族の介護の負担を軽減するための住宅改修に対して 用の
一部を助成する。

独居重度身体害者の緊急時の故防止及ぴ生命の安全を福祉緊急連絡装置
図るため、緊急通報装の設を行う。設 費

障害者の更生援護に関し、本人又は保護者からの相談に応
相談員設

じ、関係機関への連絡や必要な授助を行う。

日常生活の向上及び福祉の増進を図るため、度の聴
人工内瓦体外機害者における人工内耳装用者のうち、旧式の人工内耳体外機

入助成費を装用している者に対し、人工内耳体外機の更新に要する費
用の一部を助成する。

者在宅の度身体障者で車椅子利用者、視障者(1障
一級)及び重度知的障害者が容易に外出できるようにするた祉タクシ
費め、タクシー料金の一部を助成する。助成

害児・者の社会参加を促進するための交通費の助成とし害者交通
成 費て5,000円相当のバス利用券等を交付する。

体害者の活動を助成L、障害者の社会参加を促進するた者団
費助成 費め、害者団体が行う研修等に係る用の一部を助成する。

平成4年の建設から相当年数が経過し、施設・設備の各所に老朽
福祉施

化がみられる害福祉センターにおいて、緊急性等を確認しながら
業

計画的に修繕・取替等の整備を行う。
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課名 事業名 事業概要

低所得者利用者介護保険制度における利用者負担を一定の条件を満たす者
負担軽減費について減額する。

離内にサービス業者がない合など、雛においてサー
雛サービス支援ビス提供盤が確保されていない居宅サービス受給の円滑化

を図る。

被保険者への年間保険料及ぴ納付方法の通知、促状の発
徴 収

送等にかかる経費。

介雁・介護予防サー要介護・要支援被保険者を対急に介誰・介護予防給付事業を
ビス等諸費行う。

介讃一.▲一_額

サービス等費費として給仔する。ビ

要介姪・要支援被保険者が医療保険と介護保険の自己負担
額医療合算介護がくなったときは、両制度の限度額を適用した後に、世帯

サービス等内で1年間の自己負担限度額を超えた合に高額医療合介
護サービス費として給付する。

斜面地等に居住する要介簾・要支援被保険者の居宅サービ
スの適切な利用の促進及び日常的な社会参加のための移送手

市町村特別給付費
段で長崎市介護保険条例第4条に規定する市町村特別給付で
ある移送支援サービスの給付にかかる経費。

所得の低い要介護・要支援被保険者が介護保険施設等を利
入所者介護

用した際に負担する食及び居住の合計額と所得の状況等ビス等費
に応じて定められた負担限度額との差額を支給する。

介簾サービスが本来の目的に沿った形で提供され、高齢者
介嬢適正化特別

の自立支援に'するものとするため、サービス内容の適正化
対策事業

及び介護用の適正化を図る。

福祉用具・住宅改修に関する助言・報提供並びに住宅改
福祉用具・住宅

修費の申における建築士・理学療法士等による訪問調査や
改修支授事業

申者への理由作成経費の助成を行う。

少子高齢化や単身世帯の増加、地域のつながりの希薄化な
どが進み、福祉二ーズが多様化、複雑化する中、齢、関型包括
害、子育て、生活困など多分野・多機関に渡る福祉分野に

体制構
関連する相談にワンストップで対応するための相談窓口(多機ル事業
関型地域包括支援センター)を設し、福祉分野に関連する複
合的な課を抱える者へ適切な支援を提供する。

高者の心身機能の低下を予防し、自立支援と社会参加に
向けて「在宅支援りハビリセンター」のりハビリ専門職が

援りハビリ
極的に地域に関与し、保健・医療・福祉・介護の関係職と推進費
協力・連携しながら齢者の在宅生活を支える地域りハビリ
テーションの基盤づくりを図る。

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、住民が住み
地域包括ケアれた地域で安心してらし続けられるよう、医療・介護・予
推進協議会防・生活支援・住まいのサービスを一体的に提供する地域包

括ケアシステムの構築を図る。

医療及び介護・福祉の総合相談窓口であるとともに、地域
在宅医療・介護包括ケアシステムの実現に向けた在宅医療・介簾連推進事
連携推進業業の拠点として「包括ケアまちんなかラウンジ」を設し、

事業運営を長崎市医師会に委託する。

NP0やボランティア、シルバー人材センターなど多様な主体
生活支援体制による地域での支え合い体制づくりを推進するとともに、
整備事業齢者の社会参加により介纏予防の促進及び多様な日常生活上

の生活支援や介護予防サービスの充実を図る。

老人福祉法第20条の4に規定する老人福祉施設(護老人
ホーム)で、価歳以上の者であって、環上の理由及び経済

砂園営的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入
所させ、護する。
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局齢者施設における看取りの実態調査結果について

1 調査概要

◆調査目的

団塊の世代が全て乃歳以上となる2025年以降は、長崎市の高齢化率も35%を超え、多死社会を

迎えることが推測1される。
ひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯が増えており、かつ、家族介護が難しいといった社会的背

景からも、今後、高齢者施設での看取りを希望される高齢者も増えていくと考えられることから、本
人や家族からの希望に対応できる体制を支援していくために、高齢者施設における看取りの実態や
課題を把握し、今後の取組みの検討に活かしていく

◆調査方法
調査票の郵送による自記式調査

◆調査期間
平成29年9月7日~平成29年9月27日

◆対象施設
特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、

軽費老人ホーム(A型・ケアハウス)、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅
合計 229施設(平成29年6月時点)

◆回答施設
184施設(回答率 803%)

2 回答状況

特別養護

老人ホーム

対叡

地域密芳
型特養

32

介瞳老人
保健施設

回答
(率)

16

グループ
ホーム

29

(91%)

養護老人
ホーム

13

(81%)

70

軽費老人
ホーム

11

(65%)

有料老人
ホーム

59

(84%)

14

サーヒス

付き高断
者住宅

8

(100%)

53

14

(100%)

19

34

(64%)

229

16

(84%)

184

(803%)



3 看取りの実施施設

取り実施施設は、特別老人ホーム・グループホームが多い。
特にグループホームでは、平成21年OPTIMι※)で行った調時より、取りの実施数がも増えている。

(H21年29.6%→66.1%)

しかし、原則対応しないと回答した特別養老人ホーム、グループホームもある。

二 ※ OPTIM..

生労働'のがん総合戦略研究事業「緩和ケア普
ヒナ'L (ーフ3ι1ま鳳 及のための地域プロジェクト」長崎市医師会で調査)

サービス付き者住宅(3施設)

、介護職の人材確保
・介職の知識、経験不足
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4 看取りを推進する上での課題駅題却ル回答した看取り実施施設)

「人材確保」・「夜間の職体制」「個室の確保」「医師との携」「職の知識、経験不足」
など課題がある。

87.5%

273亨6

85.フ%

特別養簾老人ホーム(19施設)

護、介職を含めた人材確保
・病院、医師との
・取り経験のないスタッフへの教、神的な負担の軽減
・家族教育
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グループホーム(23施)

・医療的ケアの限界(医療スタッフが常駐でない
・職の不安、ストレスケア
・職体伽K特に夜間)
・介護職の知識、経験不足
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5 看取りを実施していない理由(看取りほ対応しないと回答した施設)

マニュアルの不備や介護職員の知識不足、不安感を理由にあげた施設が多い。

制度上の位置づけとして看取り対応はしないから

施設として看取り介護に閏するマニュアルを塾傭できていない

看護職員が確保できないから

看取りを行うための介護職員が不足しているから

介護職員だけでは急変時に対応できないから

スタッフの知識・技術の習得が不足しているから

職員が終末期の対応・看取りへの不安が強いから

終末期の患者がいることで多忙になり、他の業務への支1章

終末期は家族が病院への搬送を希望するから

協力してくれる医師の確保が困難なので

入所(居)者・家族の看取りに対する希望がないから

施設の方針であるから

施設内の職員の連携が難しいから

入所(居)者・家族の不安に対するサホートがてきない

終末期になると搬送医療機関が決まっているから

入所者・家族が理解しやすい説明資料等がない

看取りの対応をする個室が確保できないから

看取り介護に係る事務負担が増すから

入所(居)者・家族と十分な話し合いができないから

経費がかかりすぎるから

家族の理解が得られないから

6 看取り1こ関する研修

多の特別養護老人ホームでも、約62%しか実施さ

れておらず、研修の実施率は全体的に低い。

その他

107

N=73

17

看取りに関する研修実施の有無

口実施している口実施していない

サービス付き高齢者向け住宅 6

103

養護老人ホーム

認知症グループホーム

介護老人保健施設

地域密着型特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

有料老人ホーム

軽費老人ホームフ

(%)

記載なし

「看取り期の家族への対応方法」が
でも同様の結果。
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7 今後の組み

0 医・介護・祉の専門等で構成される「地包括ケア推進協議会」

での検討(郁会やワーキングでの具体的検討)

=課への対応、行政や関係機関の役割分担

》・ 医療と介腰の連携推進

・介、施設と在宅医療等を行う医療機関との連携の強化

・医療だけでなく、介.職員も含んだチームケアの理解促進

・在宅医拡充のための研修の実施

》施設介護員への研修

・看取り時に必要な具体的ケアや医学的基礎知識等について学ぶ場の拡大

(包括ケアまちんなかラウンジでの研修、施設での研修等)

・介護職員のメンタルケア等の研修

》看取りや終末期の在り方についての市民への意識啓発

・市民や医療、介、職員に対する元気な時からのACP(※)の普及啓発

(在宅医療講座、市民健康講座、在宅医療推進ガイドブック作成等)

r

(※) ACPとは・一人生の最終段階のおける医療・ケアについて、本人が家族等や

医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス
L

.、


